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【手続補正書】
【提出日】平成26年7月17日(2014.7.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の遊技を実行可能な遊技機であって、
　所定の動作を行う可動部材と、
　遊技機への電力供給が停止しても所定期間記憶内容を保持可能であり、制御を行う際に
発生する変動データを記憶する記憶手段と、
　遊技機への電力供給が開始されたときに、所定条件の成立にもとづいて前記記憶手段の
記憶内容を初期化する初期化処理を実行する初期化手段と、
　前記初期化手段によって前記初期化処理が実行されたことにもとづいて、初期化報知を
実行する初期化報知手段と、
　遊技機への電力供給が開始されたことにもとづいて、前記可動部材の初期動作を実行す
る初期動作実行手段とを備え、
　前記初期動作実行手段は、前記初期化報知手段による前記初期化報知の実行を終了した
後に、前記可動部材の初期動作を実行し、
　第１操作手段と、
　第２操作手段と、
　演出を実行する演出実行手段と、を更に備え、
　前記第１操作手段に対する操作と前記第２操作手段に対する操作にもとづいて演出内容
の設定を行うことが可能であり、
　前記演出実行手段は当該設定に基づいて演出を実行する
　ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　遊技媒体の入賞によって遊技価値を付与するための入賞領域に入賞した遊技媒体を検出
可能な入賞検出部と、
　前記入賞領域に入賞した後に前記入賞検出部を通過した遊技媒体を検出可能な入賞確認
部と、
　前記入賞検出部によって検出された遊技媒体の数と前記入賞確認部によって検出された
遊技媒体の数との差分が所定数以上となる差分異常が発生したことにもとづいて、異常情
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報を外部出力する外部出力手段と
　前記差分異常が発生したことにもとづいて異常報知を実行する異常報知手段と、
　を備え、
　前記記憶手段は、遊技機への電力供給が停止しても少なくとも前記差分異常が発生した
ことを示す情報を所定期間保持可能である
　ことを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
（手段１）本発明による遊技機は、所定の遊技を実行可能な遊技機であって、所定の動作
を行う可動部材（例えば、第２の実施の形態における可動部材７８や演出羽根役物７９ａ
，７９ｂなどの役物）と、遊技機への電力供給が停止しても所定期間記憶内容を保持可能
であり、制御を行う際に発生する変動データを記憶する記憶手段（例えば、バックアップ
ＲＡＭとしてのＲＡＭ５５）と、遊技機への電力供給が開始されたときに、所定条件の成
立（例えば、クリアスイッチのオン）にもとづいて記憶手段の記憶内容を初期化する初期
化処理を実行する初期化手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ５６０における
ステップＳ１０を実行する部分）と、初期化手段によって初期化処理が実行されたことに
もとづいて、初期化報知を実行する初期化報知手段（例えば、第２の実施の形態において
、演出制御用マイクロコンピュータ１００におけるステップＳ３１０１～Ｓ３１１１を実
行する部分）と、遊技機への電力供給が開始されたことにもとづいて、可動部材の初期動
作を実行する初期動作実行手段（例えば、第２の実施の形態において、演出制御用マイク
ロコンピュータ１００におけるステップＳ７０８を実行する部分）とを備え、初期動作実
行手段は、初期化報知手段による初期化報知の実行を終了した後に、可動部材の初期動作
を実行（例えば、第２の実施の形態において、演出制御用マイクロコンピュータ１００は
、ステップＳ３５０２でＹと判定したことを条件にステップＳ３５０３以降の処理に移行
して役物の初期動作を実行する）し、第１操作手段（例えば、第１のボタン）と、第２操
作手段（例えば、第２のボタン）と、演出を実行する演出実行手段（例えば、演出制御用
マイクロコンピュータ１００）と、を更に備え、前記第１操作手段に対する操作と前記第
２操作手段に対する操作にもとづいて演出内容の設定を行うことが可能であり（例えば、
第１設定画面や第２設定画面で表示された演出内容を変更する部分）、前記演出実行手段
は当該設定に基づいて演出を実行する（例えば、設定状態に応じて可変表示や大当り中の
制御を行う部分）ことを特徴とする。そのような構成により、初期化処理が実行されたと
きに初期化報知と可動部材の初期動作とにかかる電力消費を分散することができる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
（手段４－１）本発明による遊技機の他の態様は、遊技媒体（例えば、遊技球）の入賞に
よって遊技価値を付与可能な入賞領域（例えば、始動入賞口１４、大入賞口）に入賞した
遊技媒体を検出可能な入賞検出部（例えば、始動口スイッチ１４ａ、カウントスイッチ２
３）と、入賞領域に入賞した後に入賞検出部を通過した遊技媒体を検出可能な入賞確認部
（例えば、入賞確認１スイッチ１４ｂ、入賞確認２スイッチ２３ｂ）と、入賞検出部によ
って検出された遊技媒体の数と入賞確認部によって検出された遊技媒体の数との差分が所
定数（例えば、１０個）以上となる差分異常（例えば、排出異常）が発生したことにもと
づいて、異常情報（例えば、セキュリティ信号）を外部出力する外部出力手段（例えば、
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遊技制御用マイクロコンピュータ５６０におけるステップＳ１０６８Ａ～Ｓ１０６８Ｃ，
Ｓ１１０２，Ｓ１１０３を実行する部分）と、差分異常が発生したことにもとづいて異常
報知（例えば、排出異常報知）を実行する異常報知手段（例えば、演出制御用マイクロコ
ンピュータ１００におけるステップＳ３００１～Ｓ３００３を実行する部分）とを備え、
記憶手段は、遊技機への電力供給が停止しても少なくとも前記差分異常が発生したことを
示す情報（例えば、排出異常フラグ）を所定期間保持可能である。
（手段４－２）本発明による遊技機の他の態様は、遊技媒体（例えば、遊技球）の入賞に
よって遊技価値を付与可能な入賞領域（例えば、始動入賞口１４、大入賞口）を有する遊
技機であって、入賞領域に入賞した遊技媒体を検出可能な入賞検出部（例えば、始動口ス
イッチ１４ａ、カウントスイッチ２３）と、入賞領域に入賞した後に入賞検出部を通過し
た遊技媒体を検出可能な入賞確認部（例えば、入賞確認１スイッチ１４ｂ、入賞確認２ス
イッチ２３ｂ）と、入賞検出部で検出された遊技媒体の数と入賞確認部で検出された遊技
媒体の数との差分が所定数（例えば、１０個）以上となる差分異常（例えば、排出異常）
が発生したことにもとづいて、異常情報（例えば、セキュリティ信号）を外部出力する外
部出力手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ５６０におけるステップＳ１０６
８Ａ～Ｓ１０６８Ｃ，Ｓ１１０２，Ｓ１１０３を実行する部分）と、差分異常が発生した
ことにもとづいて異常報知（例えば、排出異常報知）を実行する異常報知手段（例えば、
演出制御用マイクロコンピュータ１００におけるステップＳ３００１～Ｓ３００３を実行
する部分）と、遊技機への電力供給が停止しても少なくとも差分異常が発生したことを示
す情報（例えば、排出異常フラグ）を所定期間保持可能な記憶手段（例えば、バックアッ
プＲＡＭとしてのＲＡＭ５５）と、遊技機への電力供給が開始されたときに、所定条件の
成立（例えば、クリアスイッチのオン）にもとづいて記憶手段の記憶内容を初期化する初
期化処理を実行する初期化手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ５６０におけ
るステップＳ１０を実行する部分）とを備え、外部出力手段は、異常情報を外部出力して
いるときに遊技機への電力供給が停止し電力供給が再開された場合には、初期化手段によ
って初期化処理が実行されたか否かに応じて、遊技機への電力供給が再開されてから異な
る期間にわたって異常情報を外部出力し（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ５６
０は、初期化処理を実行した場合には、ステップＳ１４ａでセキュリティ信号情報タイマ
をセットしたことにもとづいて、ステップＳ１０６９～Ｓ１０７４，Ｓ１１０２，Ｓ１１
０３を実行して、セキュリティ信号を３０秒間出力し、初期化処理を実行せずにステップ
Ｓ９１，９２の停電復帰処理を実行した場合には、排出異常フラグがバックアップＲＡＭ
にバックアップされていることにもとづいて、ステップＳ１０６８Ａ～Ｓ１０６８Ｃ，Ｓ
１１０２，Ｓ１１０３を実行して、次に初期化処理が実行されるまでセキュリティ信号の
出力を継続する）、異常報知手段は、異常報知を実行しているときに遊技機への電力供給
が停止し、初期化手段によって初期化処理が実行されることなく遊技機への電力供給が再
開された場合には、異常報知を実行しない（例えば、排出異常報知の実行中に電源供給が
停止しても、遊技制御用マイクロコンピュータ５６０は、遊技機への電源供給の再開後に
排出異常報知指定コマンドを再送するなどの処理を行わず、演出制御用マイクロコンピュ
ータ１００は、電源復旧後には排出異常報知を再開しない）ことを特徴とする。そのよう
な構成により、異常報知を実行しているときに遊技機への電力供給が停止して再度電力供
給が開始されたときに、初期化処理を実行して遊技機が起動した場合であるか、差分異常
の発生後に遊技機が再起動した場合であるかを外部から認識可能とすることができる。
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